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第３章 都市づくりの⽅針 
 

１ ⼟地利⽤の⽅針 
 

（１）⼟地利⽤に関する基本的な考え⽅ 
 

１） 拠点を中⼼とした効率的な⼟地利⽤の誘導 

本市の都市構造は、これまでの⼈⼝増加による宅地開発や産業振興に向けた企業⽴地を背景
に、郊外へと拡⼤して都市構造を形成してきました。しかし、⼈⼝減少、少⼦⾼齢社会の到来
や、中⼼市街地の魅⼒向上に対するニーズへの対応などの課題を抱える中で、今後も持続可能
なまちづくりを推進するには、集約型のコンパクトな都市構造への転換が必要となっています。 

このため、将来都市構造で⽰した各拠点における都市機能の充実と、公共交通を中⼼に拠点
間の移動利便性を確保する集約型都市構造の実現をめざし、本市の拠点を中⼼として、居住、
商業、医療、福祉などの都市機能を集積させるとともに、その周辺に居住機能を配置する⼟地
利⽤の誘導を図る⽅針とします。 

 

２） 農地などの未利⽤地の活⽤ 

今後、少⼦⾼齢化・⼈⼝減少が進展する中において、市街地の低密度化を抑制していくために
は、⼈⼝密度が⾼く⽣活サービス施設が多く⽴地する市街化区域内への居住の誘導が必要となり
ます。⼀⽅で、本市は他都市よりも市街化調整区域における⼈⼝の分布が⽐較的多い状況となっ
ていることから、市街化調整区域での無秩序な開発などを抑制し、コンパクトな市街地の形成を
進めるためにも、市街化区域内における魅⼒的な居住環境の創出が求められます。 

そのため、市街化区域内における農地などの未利⽤地について、災害時の避難場所や⽣活の中
で⾝近に緑に触れ合える場としての機能の維持に配慮しつつ、駅周辺の利便性の⾼い地域では住
宅地への転換など、有効な⼟地利⽤の促進を図る⽅針とします。 

 

３） 空き地などの低未利⽤地の活⽤ 

⼈⼝減少期を迎えた本市においては、都市の内部において、空き地などの低未利⽤の空間が、
⼩さな敷地単位で、時間的・空間的にランダムに発⽣する都市のスポンジ化が懸念されていま
す。 

このため、市街化区域内における低未利⽤地については、駐⾞場などの現状の活⽤状況を踏
まえつつ、⽣活サービス施設が維持された利便性の⾼い市街地の形成に向け、拠点周辺の魅⼒
を⾼めるための活⽤や住宅地への転換など、有効な⼟地利⽤の誘導を図る⽅針とします。 
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４） 既存資源の保全と活⽤ 

⼀団の農地などについては、現状の⼟地利⽤の保全に努め、既存コミュニティの維持や定住
⼈⼝の確保が必要な既存集落などの区域では、地域の実情にあった適正な⼟地利⽤を図ります。
幹線道路沿いの⼀部の農地などについては、本市の活⼒を向上するために、周辺環境と調和し
て、産業振興に向けた⼟地利⽤を図ります。 

狭あい道路などを有する⼀部の既存集落では、防災機能の向上を図る観点から、⼟地利⽤上
の対策が必要となる場合も考えられるため、農地などの⾃然環境の保全を図ることを前提とし
たうえで、道路の拡幅等により安全性を確保します。 

既存の住宅団地については、関係機関などと連携を図り、適切な維持及び利活⽤に努めます。 
 

（２）⼟地利⽤の区分及び⽅針 
 

１） ⼟地利⽤の区分 

⼟地利⽤の⽤途に⾒合った⽅針を定めるに当たって、以下のように⼟地利⽤区分を設定します。 

 ■土地利用の区分 

区分 土地利用のイメージ 

①低層住宅地 ２階程度の低層の⼾建て住宅が中⼼となる⼟地利⽤ 

②中⾼層住宅地 ⼾建て住宅や共同住宅（マンション・団地）が⽴地する⼟地利⽤ 

③⼀般住宅地 住宅と⼩規模な店舗・事務所（約 1,500 ㎡程度）などが⽴地する⼟地利⽤ 

④商業地 商業・業務施設が⽴地する⼟地利⽤ 

⑤近隣商業地 周辺住⺠が必要とする⽇⽤品を販売する店舗などが⽴地する⼟地利⽤ 

⑥⼯業地 ⼯場などが⽴地する⼟地利⽤ 

⑦沿道複合地 飲⾷店や事務所など、沿道サービス施設が充実した⼟地利⽤ 

⑧⽥園集落地 農地と既存集落が共存している⼟地利⽤ 

⑨レクリエーションエリア 多くの⼈が集い、憩いや安らぎを享受できる施設が⽴地する⼟地利⽤ 

⑩暮らしと安全のエリア 暮らしと安全のために必要な公共公益施設が⽴地する⼟地利⽤ 
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低層住宅地のイメージ 

中⾼層住宅地のイメージ 

⼀般住宅地のイメージ 

商業地のイメージ 

近隣商業地のイメージ 

 

２） ⼟地利⽤の⽅針 

⼟地利⽤は、前述の区分に応じて、本市のめざす将来都市構造図をもとに配置するとともに、
都市づくりの⽬標の実現に向け、以下の⼟地利⽤を形成する⽅針とします。 

   
 

低層住宅地は、中⼼拠点である江南駅に近接しており、⽣活軸
として位置づけた(都)名古屋江南線と(都)江南岩倉線に挟まれた
区域に配置し、低層の⼾建て住宅を中⼼とした緑豊かで落ち着き
のある良好な居住環境を有した住宅地の形成を図ります。 

   
 
中⾼層住宅地は、中⼼拠点である江南駅に近接しており、⽣

活軸として位置づけた(都)名古屋江南線や(都)江南岩倉線の沿
道及び地域拠点の周辺を中⼼に配置し、⼾建て住宅のほか、共
同住宅（マンション・団地）などの中⾼層の住宅の⽴地を誘導
する⼟地利⽤の形成を図ります。 

   
 
⼀般住宅地は、主に中⼼拠点及び地域拠点の周辺部に配置し、

公共公益施設、⼩規模な店舗、事務所などの多様な⽴地を許容
する住宅地として、暮らしやすく利便性が⾼い居住環境の維
持・形成を図ります。 

布袋駅の東側については、駅に近接する⾼い利便性を活かし
た新たな住宅地の形成を図ります。 

   
 
商業地は、中⼼拠点となる江南駅周辺に配置し、市内各地か

らのアクセスの良さを活かした魅⼒ある拠点形成のため、ニー
ズに応じた多様な都市機能の維持や集積を図ります。 

   
 
近隣商業地は、中⼼拠点となる江南駅周辺の商業地の周囲及

び布袋駅周辺に配置します。 
江南駅⻄側は、幹線道路の沿道に位置する特性とあわせ、周

辺住⺠の⽣活利便性の向上に資する商業施設の維持・充実を図
ります。 

 

① 低層住宅地 

② 中⾼層住宅地 

③ ⼀般住宅地 

④ 商業地 

⑤ 近隣商業地 
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⼯業地のイメージ 

沿道複合地のイメージ 

⽥園集落地のイメージ 

 
布袋駅周辺については、市の南部地域の新たな拠点施設となる布袋駅東複合公共施設を中⼼

として、都市機能を集積し、新たな近隣商業地の形成を図ります。 
   

 
⼯業地は、産業軸沿道や市街地の外周部に配置し、本市の活

⼒を向上する産業振興に向けた効率的な⼟地利⽤を図るととも
に、市街地における住宅地と⼯業地の混在を抑制する⼟地利⽤
を図ります。 

産業軸である(都)北尾張中央道、(都)愛岐⼤橋線、(都)愛岐南北線及び(都)豊⽥岩倉線沿道の
周辺の区域については、無秩序な開発を防ぎ、周辺環境と調和した⼯業地の形成を図ります。 

   
 
沿道複合地は、中⼼拠点と地域拠点を結ぶ (都)名古屋江南線

や(都)江南通南線の沿道のほか、東⻄⽅向に形成されている
(都)江南池之内線や(都)北尾張中央道の沿道などに配置し、商
業施設や⽣活サービス施設と住宅地が調和した⼟地利⽤の形成
を図ります。 

    
 
⽥園集落地は、既存集落と共⽣して、⼀団の農地の保全に努

め、緑化機能の確保を図ります。 
 

 
 
北部の⽊曽川沿いに位置する遊歩道・サイクリングロードや南部の五条川沿いに位置する尾

北⾃然歩道は、周辺都市につながる広域的な健康・レクリエーションの場として、環境の保全
に努めるとともに、機能の維持及び活⽤を図ります。 

江南藤まつりが開催される曼陀羅寺公園、遊歩道・サイクリングロード沿いに位置するフラ
ワーパーク江南については、広域的な健康・レクリエーションの場として、機能の維持及び活
⽤を図ります。 

   
 
暮らしと安全のために必要な公共公益施設⽤地として、広域処理する新ごみ処理施設や災害

時の防災拠点など、適切な⼟地利⽤の形成を図ります。

⑥ ⼯業地 

⑦ 沿道複合地 

⑧ ⽥園集落地 

⑨ レクリエーションエリア 

⑩ 暮らしと安全のエリア 
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■土地利用の方針図 
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２ 施設整備の⽅針 

 
２－１ 交通施設の⽅針                             

 
（１）交通施設に関する基本的な考え⽅ 
 
１） 道路交通の円滑化 

広域の⾃動⾞交通にも対応した円滑な移動環境を確保するため、道路交通ネットワークの⾻
格となる都市計画道路などの整備を推進するとともに、鉄道駅周辺の移動円滑化や周辺地域の
回遊性の向上に向け、関係機関と連携を図り、鉄道⾼架化事業を推進します。 

 
２） 公共交通の利便性の確保 

本市の中⼼拠点間及び中⼼拠点と地域拠点間を結ぶネットワークとして、鉄道や路線バスを
中⼼とする公共交通を維持確保します。 

鉄道は、本市にはリニア中央新幹線の開業が予定される名古屋駅と直結する名鉄⽝⼭線が通
っており、広域的な移動⼿段として重要な役割を担っています。通勤・通学が流出超過となっ
ている本市の特性を踏まえ、市内外への移動利便性の確保に向けて交通結節点となる江南駅や
布袋駅では、路線バスとの交通ネットワークを確保します。 

バスなどについては、路線バス、いこまいＣＡＲ等の交通機関の連携により、誰もが安⼼し
て移動できる交通環境の維持確保をめざします。 

また、利⽤者の利便性の向上を図るため、駅前広場などの駅周辺の施設については、ユニバ
ーサルデザイン※・バリアフリー化など、誰もが利⽤しやすい交通環境の形成をめざします。 

 
３） 防災機能などの向上 

防災機能や環境形成機能など、道路が有する多⾯的な機能を活⽤し、⽕災時における延焼防
⽌や健全な住宅地の形成に向けて、都市計画道路や⾝近な⽣活道路の整備を図ります。 

また、災害時の緊急輸送道路※の機能確保のため、未整備区間の整備などにより緊急輸送道路
ネットワークの形成を推進します。 

 
４） 安⼼・安全な歩⾏者の通⾏と⾃転⾞利⽤の促進 

歩⾏者と⾃転⾞がお互いに安⼼して通⾏できるよう、歩道の設置やバリアフリー化などを推
進します。 

また、⾃転⾞利⽤のルールやマナー向上に向けた取り組みを実施するとともに、地域のニー
ズに応じた⾃転⾞等駐⾞場の配置や⽊曽川沿いのサイクリングロードを活⽤したイベントなど
による啓発活動など、まちづくりに⾃転⾞を活⽤する施策の検討を進め、⾃転⾞の利⽤促進を
図ります。 
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（都）北尾張中央道 

（都）江南岩倉線 

（都）布袋駅線 

 

（２）整備⽅針 
  

１） 道路 

以下のとおり道路を区分し、広域的な道路網と整合を図るとともに、⼟地利⽤などと連携して、
適切に組みあわせて配置し、本市の道路網及び⾻格を形成します。 
■道路の区分 

区分 道路区分のイメージ 

①主要幹線道路 
主として地⽅⽣活圏及び主要な都市圏域の⾻格を形成するとともに
地⽅⽣活圏を相互に連絡する、多量の⾃動⾞交通に対応した道路 

②幹線道路 都市の⾻格を形成し、都市の出⼊り及び都市内の交通を受けもつ道路 

③補助幹線道路 幹線道路と⽣活道路を連絡し、交通を分散させる機能をもつ道路 

④特殊道路 ⾃転⾞や歩⾏者などの専⽤の交通に対応した道路 

各道路の整備⽅針を以下のとおり⽰します。 
 
 

尾張都市計画区域の⼀宮市、⼩牧市、春⽇井市などの主要
都市を相互に結ぶ広域道路網の役割を担うよう、(都)北尾張
中央道の４⾞線化整備を図ります。 

   
 

本市と隣接市町や市内の各地域を結ぶ幹線道路は、市内の
円滑な交通処理や市街地の良好な環境を形成するため、接続
する隣接市町とも連携を図り、(都)江南通線、(都)江南⼤⼝線、
(都)江南岩倉線、(都)豊⽥岩倉線などの整備を図ります。 
    

 
幹線道路と⽣活道路を連絡する補助幹線道路は、地域の円

滑な交通処理や良好な環境を形成するため、(都)布袋駅線、
(都)本町通線などの整備を図ります。 

   
 

⾃転⾞・歩⾏者専⽤道路となる(都)布袋駅⻄通線の整備を図ります。 
 
 

① 主要幹線道路 

② 幹線道路 

③ 補助幹線道路 

④ 特殊道路 
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(市)注１後⾶保和⽥線、(市)宮⽥⽊賀１号線、(市)宮⽥⽊賀２号線、(市)宮⽥⽊賀３号線は放

射状に広がる幹線道路を結び、市街地を取巻く軸となる環状道路として、適切な維持管理を実
施します。 

鉄道駅周辺では、駅前広場及び駅へのアクセス道路など、交通結節点としての機能強化を図
るための整備を推進します。 

地域や集落における通学路を含む⾝近な⽣活道路については、安全性の向上を図るため、歩
道の設置、狭あいな道路の拡幅及び照明灯や反射鏡などの交通安全施設の設置を推進します。 

道路の安全性・信頼性を確保するため、「江南市道路施設⻑寿命化計画」に基づいた計画的な
道路施設の維持管理を実施します。 

 
 
都市計画決定から⻑期未着⼿となっている都市計画道路のうち、既存道路で機能の代替が可

能となる路線などについては、必要に応じて⾒直しを検討します。

⑤ その他の道路 

⑥ 都市計画道路の⾒直し 

注１：主要市道の略。   
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■道路整備の方針図 

(注)市街化区域については、平成 30
年度末現在の概ねの市街化区域
を表⽰ 
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名鉄⽝⼭線 

名鉄バス 

いこまいＣＡＲ（運⾏しているタ
クシーを利⽤した交通サービス） 

 

２） 公共交通 
   

 

鉄道は、リニア中央新幹線の開業が予定されている名古屋
駅や周辺都市との広域的な交通ネットワークとして、利便性
の確保に向け、鉄道事業者への働きかけを⾏います。 

また、踏切渋滞、踏切事故の問題を解消するため、愛知県
など関係機関と連携を図り、布袋駅付近の鉄道⾼架化事業を
推進します。 

江南駅周辺については、駅利⽤者の円滑かつ安全な移動利便性の確保に向け、駅へのアクセ
ス道路の交通環境改善など都市基盤の整備・検討を進めます。 

布袋駅周辺では鉄道⾼架化事業の進捗にあわせ、駅前広場や駅へのアクセス道路の整備を推
進するとともに、布袋駅ではバリアフリー法に対応したエレベーターのほか、利便性向上を図
るためエスカレーターの整備を推進します。 

   
 

路線バスは、鉄道と連携し、中⼼拠点間や中⼼拠点と地域
拠点を結ぶ路線を中⼼として、運⾏サービスの維持確保を図
ります。また、その他の路線バスについては、現状の運⾏サ
ービスの維持に努めるほか、利⽤の状況に応じて、適切な⾒
直しを検討します。 

路線バスでカバーできない地域については、いこまいＣＡ
Ｒにより市内全域を移動できる環境を維持確保します。 

 
 
 
 
 
 
 

３） 駐⾞場・⾃転⾞等駐⾞場 

公共交通機関や⾃転⾞の利⽤促進と利便性の向上に向けて、駅周辺の⺠間による駐⾞場や⾃
転⾞等駐⾞場を維持確保するほか、バス停周辺での公共施設や商業施設などと連携した⾃転⾞
等駐⾞場整備の検討を進めます。 

 

① 鉄道 

② バス・いこまいＣＡＲ 
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■公共交通の方針図 
(注)市街化区域については、平成 30

年度末現在の概ねの市街化区域
を表⽰ 
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２－２ 公園緑地等の⽅針                             
 

（１）公園緑地等に関する基本的な考え⽅ 
これからの本市は、⼈⼝減少・少⼦⾼齢化が進展する中でも、市内に残る豊かな⾃然や歴史・

⽂化とともに育まれてきた緑を次世代へと継承していく必要があります。そして、公園緑地等
も含めた今ある資源を活かして緑の充実を図り、ゆとりとうるおいにあふれる⽣活都市の実現
をめざしていくことが求められています。 

このため、「⾻格となる緑」、「拠点となる緑」、「軸となる緑」を本市の緑の将来像に位置づけ
ます。 

なお、本市の市⺠１⼈当たりの都市公園⾯積（平成 29 年３⽉現在）は、3.9 ㎡/⼈と、愛知
県の平均の 8.0 ㎡/⼈を⼤きく下回る中、市⺠が感じる緑の量も地域によって差があります。 

公園緑地等の保全を継続しながら、地域バランスのとれた適切な配置・整備を検討します。 
 

（２）整備⽅針 
 

１） ⾻格となる緑 

本市の北部に広がる⽊曽川及び河川沿いの樹林地や草地は本市を代表する景観の１つであり、
優れた⾃然環境を有するとともに多様な⽣物の⽣息地として保全を図ります。 

市街化調整区域に広がる⼀団の農地は、営農、洪⽔などによる浸⽔被害の抑制、⽥園景観の
形成などの様々な機能を有しているほか、本市の緑地⾯積の⼤部分を占める緑であり、地域と
協⼒して保全に努めます。 
 

２） 拠点となる緑 

フラワーパーク江南は、広域的なレクリエーションの場として機能する当該施設の魅⼒を⾼
め、より⼀層の利⽤が図られるよう、公園整備を促進します。 

⽊曽川沿いに位置する蘇南公園や市街地にある中央公園などの⼤規模な都市公園では、緑の
拠点としての魅⼒を⾼めるため、機能の充実を図ります。 

曼陀羅寺公園の江南藤まつりなどは、本市の花と緑にふれあえる広域的なレクリエーション
の場として機能していることから、緑の拠点としての魅⼒を⾼めるため、市⺠や来訪者のニー
ズを把握してさらなる利⽤の促進を図ります。 

 

３） 軸となる緑 

⽊曽川沿いに位置する遊歩道・サイクリングロードは、⽊曽川の⾃然を楽しむことができる
レクリエーションのネットワークを形成しており、適切な維持管理と利⽤の促進を図ります。 

五条川沿いに位置する尾北⾃然歩道は、⽝⼭市から岩倉市へとつながる美しい桜並⽊を有し
ており、歩道と桜並⽊の保全に努めるとともに、利⽤の促進を図ります。 

宮⽥導⽔路の遊歩道は、地域のふれあい・コミュニケーションの場として新たな緑のネット
ワークが形成されるように、整備を推進します。 
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■公園緑地等の方針図（緑の将来像） 
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２－３ 市街地整備の⽅針                             
 

（１）市街地整備に関する基本的な考え⽅ 
本市の市街化区域は約 735ha で、市全体（3,020ha）の約 24％となりますが、⼈⼝は約

46,200 ⼈で、全体の約 47％となっています。 
今後、⼈⼝減少・⾼齢化が進展する中で、持続可能なまちづくりを進めていくためには、集

約型都市構造への転換が必要です。 
このため、都市機能の集積・維持を図る鉄道駅を中⼼とした中⼼拠点の形成や、⽇常⽣活に

おいて中⼼的な施設を有する地域拠点を形成し、それらの周辺に居住の誘導を図るとともに、
中⼼拠点及び地域拠点を有機的に結ぶネットワーク軸の形成をめざし、魅⼒的な宅地供給や利
便性の⾼い産業⽤地の確保に向けた効果的かつ戦略的な都市基盤整備の推進を図ります。 

また、新たなまちづくりや限られた財源を有効に活⽤するため、⺠間の資本やノウハウを活
かした官⺠連携※（ＰＰＰ※）の取り組みも進めます。 

 
（２）整備⽅針 

 

１） 拠点周辺の整備 

江南駅周辺は、市内各地からのアクセスの良さを活かすとともに、地域の意向を踏まえた魅
⼒ある中⼼市街地の形成を図るため、駅までの交通⼿段の維持・確保、都市計画道路の整備の
推進、江南駅前の市街地開発の検討を進めます。 

布袋駅周辺は、鉄道⾼架化事業や⼟地区画整理事業の進捗とあわせ、都市計画道路や公園な
どの必要な基盤整備を推進し、本市の南⽞関にふさわしい市街地の形成を図ります。駅東側に
ついては、駅周辺の⽴地ポテンシャルを活かした魅⼒的な宅地供給のほか、新たなにぎわい・
交流の創出に向けて⺠間活⼒を導⼊した複合公共施設の整備を推進します。 

 

２） 既存資源の有効活⽤ 

増加傾向にある空き家については、地域資源としての空き家の流通・利活⽤を図るため、「江
南市空家等対策計画」に基づき、空き家の改修⽅法や魅⼒等の情報発信などを⾏うとともに、
空き家バンク制度※の活⽤を図ります。 

また、幹線道路の沿線など利便性の⾼い地域については、今後の本市の活⼒を向上するため
に、周辺環境と調和して、産業⽤地の確保を図ります。 
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２－４ 河川・下⽔道の⽅針                             
 

（１）河川に関する基本的な考え⽅ 
近年、各地で多発している異常気象などにより、局地的な集中豪⾬による浸⽔被害が市内で

発⽣しています。また、宅地化の進展により、保⽔機能をもつ農地が減少しており、浸⽔被害
の発⽣が懸念されています。 

このため、河川・排⽔路の改修や⾬⽔貯留施設整備などの総合的な治⽔対策を⾏うことで、
市⺠が安⼼して暮らすことができる⽔害に強い都市づくりを推進します。 

 

（２）河川の整備⽅針 
 

１） 河川・⽔路 

国が管理する⽊曽川や、県が管理している⻘⽊川、五条川、⽇光川については、河道拡幅や
護岸、調節池などの整備を促進します。 

また、市管理の準⽤河川※般若川の整備を推進し、適切に維持管理します。 
 

２） 治⽔対策 

学校や公共施設などへの⾬⽔流出抑制施設の整備や、市⺠が担う⾬⽔貯留浸透施設の設置を
⽀援し、市内の浸⽔被害軽減に向けた対策を推進します。 

特定都市河川浸⽔被害対策法及び江南市⾬⽔流出抑制基準に基づき、対象となる開発などについて、
⾬⽔貯留浸透施設の設置を指導することにより⾬⽔の流出を抑制し、安全な市街地形成を図ります。 

 

（３）下⽔道に関する基本的な考え⽅ 
本市では、下⽔道整備の事業着⼿が平成５年度と遅かったため、平成 29 年度末の下⽔道普及

率は約 35％（愛知県内の普及率 78％）であり、近隣市町と⽐べても低い⽔準となっています。 
市街地を流れる河川の汚れも⽬⽴っており、下⽔道整備を計画的に進めるとともに、整備さ

れた区域においては早期に接続することが望まれます。 
このため、今後とも、昔のような⽔のきれいな河川環境の再⽣に向けて、市街化区域において、

下⽔道整備の推進及び接続の促進をしていくとともに、新たに市街地へ編⼊する箇所や鉄道⾼架化
事業などにより基盤整備が必要となる箇所については下⽔道整備を検討します。 

 

（４）下⽔道の整備⽅針 
 

１） 公共下⽔道の普及促進 

健康で快適な暮らしと良好な河川環境の実現に向け、下⽔道事業の整備予定区域について、
「江南市公共下⽔道事業基本計画」に基づいた計画的な施設整備を推進します。 

また、下⽔道への接続に対する市⺠の理解を深め、普及促進を図るため啓発活動を⾏います。 
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■河川・水路・下水道整備の方針図 

(注)下⽔道利⽤（供⽤）区域、下⽔道
整備予定区域については、平成
30 年３⽉現在 
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２－５ 公共公益施設の⽅針                             
 

（１）公共公益施設に関する基本的な考え⽅ 
異なる機能をもつ施設の集約による利便性の向上、世代や性別などを越えた交流拠点の創出によ

るコミュニティの醸成、災害時だけでなく普段から⾼齢者、障害者、妊婦、⼦ども連れなど誰もが
安⼼・安全に利⽤できる施設づくりを進めます。 

また、本市が保有する公共施設などについては、施設の統廃合、⽤途の変更、複合化、運営⼿法
の⾒直し等により更新費⽤とランニングコストの縮減を図りながら、これらを新たなまちづくりの
契機ととらえ、ニーズの変化への対応や利便性の向上などにつなげることで、「選ばれ続ける」た
めのまちづくりを進めます。 

ハード⾯の整備とあわせ、都市計画や⼈にやさしいまちづくりに興味をもってもらえるよう、
「江南市まちづくり出前講座」の活⽤など、ソフト⾯における充実を図ります。 

（２）整備⽅針 

主な公共公益施設の整備⽅針を以下のとおり整理します。 
布袋駅東地区には、⺠間活⼒を導⼊した新たなにぎわいや交流を創出するために図書館や保

健センターなどを備えた複合公共施設の整備を図ります。新しく整備する図書館については、
市の特性にあわせて充実を図るため、規模や内容の検討などを踏まえ、より多くの市⺠に愛さ
れ利⽤されるように整備を図ります。 

安⼼・安全なごみ処理の実現に向け、事業主体である尾張北部環境組合との連携により、広
域的な処理をする新ごみ処理施設の整備を推進します。 

妊娠期から切れ⽬のない⽀援を提供するため、⼦育て⽀援センターなどの機能の拡充を推進
します。保育園は、施設の規模・機能の適正化を図り、効率的な維持運営に取り組みます。 

安⼼・安全で質の⾼い学校給⾷を提供するため、必要な機能を備えた学校給⾷センターを適
正な規模で更新する取り組みを進めます。 
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３ ⾃然環境の保全及び都市環境形成の⽅針 
 

（１）⾃然環境保全に関する基本的な考え⽅ 
⽊曽川及びその河川沿いの樹林地や草地は、優れた⾃然を有するとともに動植物の保全に資

する機能を有しています。また、市街化調整区域に広がる農地は、農産物の⽣産を担うととも
に都市環境に空間的なゆとりを与える機能を有しており、これらまとまりのある⾃然環境の保
全に努めます。 

また、⽊曽川堤の桜並⽊や宮後⼋幡社をはじめ、市内各所に分布する社寺・古墳などは、歴
史的⾵⼟を有する緑として保全に努めます。 

 

（２）⾃然環境保全の⽅針 
 

１） 緑の保全と創出 

宮後⼋幡社をはじめとする市内各所でみられる社寺林は、地域の貴重な⾃然資源及び景観資
源であることから、社寺などと⼀体的な保全に努めます。 

 

２） ⽔辺の⾃然環境の保全と活⽤ 

⽊曽川及び河川沿いの樹林地や草地は、優れた⾃然環境を有するとともに多様な⽣物の⽣息
地として機能していることから、総合的な保全を図ります。 

緑豊かで⼼が安らぐ⽔辺を創出する⻘⽊川や五条川の河川沿いの緑は、⽔と緑のネットワー
クとして適切な維持管理を⾏うとともに、公園内の親⽔施設とあわせ、機能の維持を図ります。 

 

３） ⼀団の農地の保全 

市街化調整区域に広がる⼀団の農地は、営農の役割だけではなく、洪⽔などによる浸⽔被害
の抑制や⽥園景観の形成等の様々な機能を有していることから、地域と協⼒して保全に努めま
す。 
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（３）都市環境形成に関する基本的な考え⽅ 

近年、地球温暖化などの環境悪化による影響が数多くみられ、江南市が誇る⾃然環境もその
影響がみられはじめています。 

このような中、将来の⼦どもたちに恵まれた環境を継承するためには、良好な都市環境を維
持推進していく必要があります。都市環境の形成に当たっては、省エネや省資源などの持続可
能な⽣活や、良好な都市及び⾃然環境の創出が必要となります。 

そのためには、私たちの⽣活が環境へ影響を与えているということを市⺠⼀⼈ひとりが認識
することが重要となります。特に、温室効果ガス※による地球温暖化に対しては、市が単独にで
きることは限られていることから、市⺠、事業者、⾏政が協働し、省エネ、省資源、⾃然環境
保全などの取り組みを⾏います。 

 
（４）都市環境形成の⽅針 
 

１） 持続可能な社会の形成 

市⺠・ＮＰＯ※・事業者などと協働で、省エネ、省資源、⾃然環境保全、環境監視等の取り組
みを進め、市⺠の意識の⾼揚を図る啓発や活動⽀援を⾏い、持続可能な社会の形成を推進します。 

 

２） 都市施設などにおける緑の創出と活⽤ 

公園緑地等に加え、道路及び公共施設などの緑化を推進するとともに、市⺠や事業者が取り
組む緑化活動への⽀援を推進し、⺠有地緑化の促進を図ることで、緑豊かでゆとりとうるおい
のある都市環境の形成に努めます。 

 

３） 良好な⽔環境の保全と活⽤ 

下⽔道の整備に努め、住環境の改善や市街地における浸⽔被害の防除、河川浄化などを図り
ます。 

下⽔道が整備された区域において、下⽔道接続率の向上を推進するとともに、未整備の区域
においては、合併処理浄化槽※の普及促進も含め、快適な⽣活環境の維持・改善を図ります。 

 

４） 市⺠参画による⽔と緑の環境活⽤ 

環境に関するイベントなどの開催を通じて、都市及び⾃然環境に関する市⺠意識の向上に努
めます。 

⾝近な環境改善運動として、市⺠参画による道路、公園、河川などの維持管理を⾏い、良好
な都市及び⾃然環境の創出についての意識啓発を推進します。 
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４ 都市景観形成の⽅針 
 

（１）都市景観形成に関する基本的な考え⽅ 
都市づくりにおいては、⽇常⽣活において必要となる都市の機能性や利便性、安全性に加え、

地域固有の歴史性、⽂化的魅⼒、⾃然的魅⼒などが重視されるようになっています。 
中でも、本市の景観は、⽊曽川や五条川などに代表される⾃然の資源をはじめ、藤で有名な

曼陀羅寺や織⽥信⻑の室であった「⽣駒の⽅」のゆかりの⽣駒屋敷跡のほか、布袋の町中に残
る蔵や町家などの⽂化・歴史の資源を活かして、個性ある魅⼒的な景観を形成していく必要が
あります。 

市街地の景観については、良好な景観形成のため屋外広告物の規制に努めるとともに、⼈の
交流が多い鉄道駅周辺では、緑を感じられる憩い空間の創出を図ります。 

 

（２）都市景観形成の⽅針 
 

１） ⾃然景観の形成 

⽊曽川は、本市を代表する⾃然景観であり、⽊曽川の⽔の流れと緑あふれる河川敷がつくり
だす景観の保全・活⽤を図ります。 

五条川の桜並⽊については、本市の郷⼟景観であるため、関係機関と協議しながら定期的な
剪定や消毒などの維持管理に努めます。 

 

２） ⽂化・歴史的景観の形成 

市内各地に点在する史跡などの歴史的な資源をつなぐ「ふるさと江南歴史散策道」を中⼼に、
⽂化・歴史的景観の維持に努めます。 

市内の史跡・名勝や社寺などは、地域の⽂化や歴史を伝える貴重な資源であることから、地
域への愛着と誇りの醸成に向け、資源を活⽤した景観形成に努めます。 

布袋地区については、まちなかに残る蔵や町家などの⽂化・歴史の資源を活かした景観形成
に努めます。 

 

３） 市街地景観の創出 

江南駅周辺と布袋駅周辺では、街路樹などによる道路景観の保全や、駅前で実施する花いっ
ぱい運動等により景観の向上に努め、本市の中⼼拠点にふさわしい都市的な景観形成を推進し
ます。 

市⺠の参加による「花いっぱいコンクール」を実施することで、明るく楽しいまちかどの形
成を図ります。 
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５ 都市防災の⽅針 
 

（１）都市防災に関する基本的な考え⽅ 
本市は、「南海トラフ地震防災対策推進地域※｣に指定されており、⼤規模地震が発⽣する危険

性が⾼い地域となっています。地震による被害を減らすには、住宅や建築物の倒壊を防ぎ、耐
震性を確保して被害の軽減を図ることが重要となります。 

また、河川流域での都市化の進⾏に伴い、保⽔・遊⽔機能が低下しており、豪⾬時における
浸⽔被害が懸念されています。 

このような状況において、帰宅困難者への対応も含め、災害時における被害を最⼩限にくい
⽌めるため、⾏政・事業者・市⺠の役割を明確化した防災対策の推進及び総合的な防災体制の
確⽴をめざします。 

震災により都市基盤が脆弱な市街地に⼤きな被害が発⽣した場合などにおいて、市⺠との合
意形成を図りつつ、市街地の迅速な復興に向けた震災復興都市計画の事務に取り組めるよう体
制の構築に努めます。 

 
（２）都市防災の⽅針 
 

１） 避難場所・避難路の安全性の確保 

緊急輸送道路及び優先的に通⾏を確保する道路※に指定されている道路沿道の建築物につい
ては、災害時における避難路の確保に向けて、耐震化を促進します。 

防⽕⽔槽や消⽕栓など、地域に⾝近な防災施設・設備については、市⺠や関係機関の協⼒を
得て、維持管理の適正化に努めます。 

 

２） 市街地の安全性の確保 

⽣活道路が狭く⽊造家屋が密集している既成市街地については、まちなみの保全に配慮しつ
つ、⽣活道路の拡幅などを推進するとともに、ブロック塀から⽣垣へ改修する⽀援や空き家の
所有者などへの適切な管理の周知、⺠間⽊造住宅の耐震改修を促進し、防災機能の向上に努め
ます。 

 

３） 浸⽔被害の防⽌ 

市街地の浸⽔被害の抑制に向けて、河川改修を促進し、市⺠が担う⾬⽔貯留浸透施設の設置
を⽀援するとともに、保⽔機能を有する⽥園集落地の⼀団の農地の保全に努めます。 

農地などの保⽔機能を有する⼟地の開発に当たっては、⾬⽔流出抑制施設の設置など、代替
機能の確保を促進します。 

 

４） 防災体制の確⽴ 

災害時の被害軽減及び被災後の円滑な復興活動に向け、⾃治会や事業所などで組織される⾃
主防災会や⾃衛消防隊等と⾏政との連携強化を推進するとともに、まちの被害や復興を想定し
たワークショップ（事前復興まちづくりの取り組み）の開催などを検討します。また、発災時
に地域などで適切な避難⾏動が可能となる体制の構築を⽀援します。 
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■緊急輸送道路及び指定避難所・指定緊急避難場所の位置図 

資料：江南市資料（Ｈ30） 
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